
 

第３章 騒音・振動・悪臭 

１ 自動車騒音測定等結果（令和６年度） 
 

(1) 目的 

騒音規制法第 18 条第１項に基づき、自動車騒音について、面的評価により環境基準の達成状況を

把握する。 

 

(2) 調査内容 

ア 調査方法 

「騒音に係る環境基準について（平成 10 年環境庁告示第 64 号）」、「騒音に係る環境基準の改正

について（平成 10年９月 30日環大企第 257号）」、「騒音規制法第 18条の規定に基づく自動車騒音

の状況の常時監視に係る事務の処理基準について（平成23年９月14日環水大自発110914001号）」、

「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（平成 27 年 10 月環境省）」及び「自動車騒音常時監視マ

ニュアル(平成 27年 10月環境省水・大気環境局自動車環境対策課)」に定めるところによる。 

イ 実施機関 

県及び市 

ウ 評価市町村数 

19市 13町村 

エ 評価区間延長等 

 高速自動車
国道 

一般国道 都道府県道 
４車線以上

の市町村道 

その他の
道路 

計 

評価区間延長(km) 149.9  640.3  775.6  7.4  0.8  1,574.0 

評価区間数 121  580  624  5  1  1,331 

住居等戸数※1 2,034 40,979 50,442 1,827 94  95,376 

      ※1重複評価区間で重複計上している戸数を含む。 

 

(3) 調査結果 

ア 全体 

データを集計した結果は図－１のとおりで、評価対象となる 92,570 戸のうち、昼間（6 時～22

時）及び夜間（22時～6時）とも基準値以下であったのは 89,895戸（97.1％）、昼間のみ基準値以

下であったのは 1,467戸（1.6％）、夜間のみ基準値以下であったのは 173戸（0.2％）、昼夜間とも

基準値を超過したのは 1,035戸（1.1％）となっている。 

 

図-１ 環境基準達成状況（全体） 

イ 近接・非近接空間別 

近接・非近接空間別の状況は図-２のとおりで、このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間の

基準値が適用される地域（近接空間：36,428戸）では、昼夜間とも基準値以下であったのは 34,602

戸（95.0％）、昼間のみ基準値以下であったのは 966戸（2.7％）、夜間のみ基準値以下であったのは

124戸（0.3％）、昼夜間とも基準値を超過したのは 736戸（2.0％）となっている。 
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一方、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用されない地域（非近接空間 56,142戸）

では、昼夜間とも基準値以下であったのは 55,293戸（98.5％）、昼間のみ基準値以下であったのは

501戸（2.7％）、夜間のみ基準値以下であったのは 49戸（0.1％）、昼夜間とも基準値を超過したの

は 299戸（0.5％）となっている。 

近接空間では、非近接空間に比較して、昼夜ともの環境基準の達成率で 3.5％低くなっている。  

 

 

 

   

ウ 道路種別 

道路の種類別の状況は図-３のとおりで、昼夜間とも基準値以下であったのは、高速自動車国道

に面する地域で 2,034 戸中 1,784 戸（87.7％）、一般国道に面する地域で 40,979 戸中 38,813 戸

（94.7％）、都道府県道に面する地域で 50,442戸中 50,065戸（99.3％）、４車線以上の市町村道に

面する地域で 1,827戸中 1,826戸（99.9％）、その他の道路が 94戸全てとなっている。 
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図-２ 環境基準達成状況（近接・非近接空間別） 
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図-３ 環境基準達成状況（道路種類別） 
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＜(6)～(8)の説明＞ 

項 目 説 明 

用途地域 １：第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 

２：第一種・第二種中高層住居専用地域 

３：第一種・第二種住居地域、準住居地域 

４：近隣商業地域・商業地域 

５：準工業地域・工業地域 

６：工業専用地域 

７：地域の区分が定められていない地域 

環境基準類型 AA：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する 

地域 

A：専ら住居の用に供される地域 

B: 主として住居の用に供される地域 

C：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

X：環境基準類型が無い場合 

騒音規制法区域 a: 専ら住居の用に供される区域 

b：主として住居の用に供される区域 

c：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

x：該当する区域が無い場合 

近接空間 ０：近接空間以外 １：近接空間 

測定地点が、幹線交通を担う道路※に近接する空間（近接空間）に該当するか、

次の方法により判定。 

※道路法第３条の規定による高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道 

（市町村道にあっては 4車線以上の区間に限る。） 

 

近接空間とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離内であること。 

 （1）２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15メートル 

 （2）２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル 

（平成 10年９月 30日環境省通知 環大企 257号による） 

道路種別 １：高速道路       ２：都市高速道路 

３：一般国道       ４：県道（主要地方道を含む） 

５：４車線以上の市町村道 ６：その他の道路 

道路構造 １：平面 ２：高架・橋梁 ３：盛土 ４：堀割 ５：その他 

遮音壁等の有無 ０：なし １：遮音壁のみ設置 ２：環境施設帯のみ設置 

３：遮音壁・環境施設帯を共に設置 

低騒音舗装の有無 ０：なし １：あり 

反射音補正 ０：なし １：あり 

除外音の処理 ０：なし 

１：騒音計のポーズボタン等により現場での除外処理 

２：騒音レベル瞬時値の波形等を確認の上、パソコン等により事後処理 

３：携帯型騒音モニタ等による事後処理 

４：騒音時間区分毎の LA5、Lmax等からの事後処理 
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測定機器 １：騒音計本体＋表示部読み取り 

２：騒音計本体＋専用プリンタ出力 

３：騒音計単体＋データ転送（パソコン処理） 

４：騒音計＋レベル処理機＋専用プリンタ出力 

５：騒音計＋レベル処理機＋データ転送（パソコン処理） 

６：騒音計＋レベルレコーダー＋チャート読み取り 

７：騒音計＋レベルレコーダー＋データ転送（パソコン処理） 

８：その他 

測定方法（左欄） １：連続測定 ２：特定時間のみ 

３：単発騒音暴露レベルから等価騒音レベルを測定 

測定方法（右欄） ○「測定方法（左欄）」で「１」とした場合 

１：騒音レベル瞬時値   ２：騒音レベル１分間値 

３：騒音レベル 10分間値  ４：その他 

○「測定方法（左欄）」で「２」とした場合 

実測時間（分） 

○「測定方法（左欄）」で「３」とした場合 

１車種あたりの観測台数 

実施主体 １：県 ２：市町村 ３：その他 

環境基準 測定結果を、「騒音に係る環境基準（平成 10年９月 30日環境省告示第 64号。最終

改正 令和２年３月 30日環境省告示 35号）」と比較 

〇：達成  ●：超過 

要請限度 測定結果を、「騒音規制法第 17条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車

騒音の限度を定める省令（平成 12 年３月２日総理府令第 15 号。最終改正 平成

23年 11月 30日環境省令第 32号）」（要請限度）と参考比較 

（要請限度との比較は、３日間の測定結果から算出した値を用いることとされてい

るため、本測定による結果（１日の測定結果）を要請限度と参考比較した。） 

〇：達成  ●：超過 
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